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・新しい時代の教育の在り方を踏まえたデジタル教育コンテンツについても、活用事例を普及し、

充実を図る必要がある。デジタル教科書＊32については、令和６年度（2024年度）からの教科書

改訂に合わせた本格的な導入に向けて、児童生徒に応じて、紙・デジタル、教科書・教材・学

習支援ソフト等の多様な「学びの手段」を適切に組み合わせることのできる「ハイブリッドな

教育環境」の整備の必要性などが示された令和４年（2022年）10月の中央教育審議会における

報告等を踏まえ、デジタル教科書の円滑かつ効果的な活用のための環境面及び指導面の課題の

対応等、学校現場での活用を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童生徒等の個人情報を適正に取り扱い、各ガイドラインに沿った最適な情報セキュリティ対

策を講じ、安全にICTを活用できる基盤をつくる必要がある。他者への影響を考え、人権、知

的財産権など自他の権利を尊重し、情報社会での行動に責任をもつようにする。 

 

図表17  デジタル教科書・教材・ソフトウェアの活用の在り方（論点整理）（文部科学省資料） 
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・今後も起こり得る感染症や冬期間の雪害等の災害等の非常時において、全ての学校が、臨時休

業時等においても児童生徒の学びを確実に継続できるよう、市町村教育委員会に対し、家庭の

通信環境の定期的な把握や支援措置の普及、平常時からの積極的な持ち帰り学習を促進する必

要がある。この際、整備した機器を有効に活用・管理することや、契約時にスケールメリット

を働かせる観点等から、市町村間で連携して取り組むことができるよう、サポートする必要が

ある。 

 

・教育データの活用に関する国の動向等を踏まえながら、個人情報保護等に十分留意しつつ、校

務や学習の様々な教育データを可視化することなどにより、指導が必要な児童生徒の早期発見

や、児童生徒の特性・能力に応じた学習支援など、指導の改善につなげることを目指す必要が

ある。 

  

 

  

図表18  教育データの利活用に係る論点整理（中間まとめ）概要 （文部科学省資料） 

図表19  教育データの利活用に係る留意事項（第１版） 概要（文部科学省資料） 
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・これまでも教員業務支援員の配置等により、教員の子どもと向き合う時間の確保など学校が本

来担うべき業務に専念できる環境の整備を進めてきているところであるが、未だ多くの教職員

が長時間勤務となっている状況を踏まえ、より積極的な対策を進めていく必要がある。 

 

・校務を効率化し、事務作業時間の削減を図るため、自動的かつ継続的なデータ取得や情報共有

の即時化、クラウドサービス＊33やデジタル教材を活用した授業の実施など、ICTを積極的に活

用した業務等の推進が求められる。令和４年度(2022 年度)学校における働き方改革北海道ア

クションプランに係る取組状況調査＊34では、授業準備について、ICTを活用して教材や指導案

の共有化を実施している又は今年度中に実施すると回答した学校の割合は98.2%と高いことか

ら、それに加え、ICT活用指導力の向上や環境整備に努める必要がある。 

 

・教育長や校長がリーダーシップを発揮している地域や学校ほど、ICTの活用が進んでいるとい

う国立教育政策研究所の研究結果もあり、教育委員会や校長が責任をもって教職員を支援する

体制を築き、チームとしてGIGAスクール構想を推進する必要がある。 

 

・GIGAスクール構想の推進に当たっては、推進体制の強化を図ることが重要であり、専門の担当

部署が中心となって推進するとともに、セキュリティやネットワークの在り方については、道

総合政策部と連携して取り組んでいる。また、各教育局管内で、学校におけるICT活用に関す

る知事部局との連絡会議を開催するなど、自治体間や学校間での情報共有を図る必要がある。 

 

・校務のデジタル化に向け、次世代の校務デジタル化推進実証事業や、校務 DXガイドライン（仮

称）の策定など国の動向を踏まえながら、校務の効率化や教育データの利活用にも取り組む必

要がある。 

  

④ ICT推進体制の整備と校務の改善 

図表20  次世代の校務デジタル化推進実証事業（文部科学省資料） 
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本計画は、今後５年間に取り組むべき施策の方向性を示すものである。ただし、技術革新のス

ピードが速いICT分野の特性を踏まえ、国の見直しに応じて適宜見直しを行い、国に合わせて次

期計画を策定するものとする。 

 

 

 

２に記載した４つの基本的な方針を踏まえ、以下のとおり学校教育の情報化のための目標を設

定する。 

あわせて、それぞれの目標の進捗について、効果測定を行うための指標を設定する。 
 

 

 

・ICTの活用により、児童生徒の情報活用能力等の資質・能力を育成する。 

（指標） 

✓ICTを活用して自分に合った学習ができる高校生の割合【北海道高等学校学習状況等調査】 

令和９年度（2027年度） 100 ％（令和４年度（2022年度） 75.9 ％） 

 

✓体育授業で授業中に ICTを活用していると回答した小・中・高等学校の割合【体育・保健・

安全に関する調査】 

令和９年度（2027年度） 小100％・中100％・高100%（令和４年度（2022年度） 小75.8％・

中98.3％ ※高は令和５年度（2023年度）に調査実施） 

 

✓不登校の児童生徒に対し、オンラインによる学習指導や教育相談を実施している小・中・高

等学校の割合【児童生徒の欠席に対する対応状況等に関する調査】 

令和９年度（2027 年度） 小・中 90％、高 100％（令和４年度（2022 年度） 小：44.0％ 

中：49.6％ 高：77.9％） 

 

✓遠隔授業で実施した教科・科目について、学びに対する興味・関心を高めることができたと

感じた生徒の割合【COREハイスクール・ネットワーク構想に係るアンケート調査】 

令和９年度（2027年度） 高90％（令和４年度（2022年度） 高 79.7％） 

 

✓指導者養成研修など道教委が実施する ICT 活用研修の参加状況（オンライン研修を含む。）

【道教委調べ】 

 毎年度 延べ13,000人（令和３年度（2021年度） 延べ13,559人） 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

４．本道の学校教育の情報化に関する目標 

① ICTを活用した児童生徒の資質・能力の育成 
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・教員のICT活用指導力や指導体制の強化を図るとともに、ICT活用に関する教員の個人差を縮

小させる。 

（指標） 

✓授業にICTを活用して指導することができる教員の割合（上位10県の平均を100％とする）【学

校における教育の情報化の実態等に関する調査】 

令和９年度（2027年度） 100％（令和３年度（2021年度） 91.1％） 

 

✓情報活用の基盤となる知識や態度について指導することができる教員の割合（上位10県の平

均を100％とする）【学校における教育の情報化の実態等に関する調査】 

 令和９年度（2027年度） 100％（令和３年度（2021年度） 96.1％） 

 

✓児童生徒一人一人に配備された ICT機器を活用した授業がほぼ毎日行われた小・中・高等学

校の割合【全国学力・学習状況調査、道教委調べ】 

 令和９年度（2027年度） 小100％・中100％・高100％（令和４年度（2022年度） 小69.9%・

中63.7%・高66.1%） 

 

✓高等学校の情報科担当教員のうち、免許状保有教員の人数の割合【道教委調べ】 

 令和９年度（2027年度） 100%（令和４年度（2022年度） 83.4%） 

  

② 教員の ICT活用指導力の向上と人材の確保 
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・GIGA スクール構想により１人１台端末や高速大容量ネットワークが整備された中で、端末や

ネットワーク環境、大型提示装置等の学校 ICT環境の整備を一層推進する。 

・端末の持ち帰りを含め、家庭学習におけるICTの活用体制を整備する。 

（指標） 

✓臨時休業等の際の同時双方向型のウェブ会議サービスを活用したオンライン学習を実施し

た小・中・高等学校の割合【道教委調べ】 

令和９年度（2027年度） 100% (令和３年度（2021年度） 76.1％【国調査】） 

 

✓臨時休業等の際の端末の持ち帰り学習のための教材等を準備している学校の割合【道教委調

べ】 

 令和９年度（2027年度） 100%（令和４年度（2022年度） 100％） 

 

✓臨時休業等の際のICT端末を活用する学校の割合【道教委調べ】 

令和９年度（2027年度） 100%（令和３年度（2021年度） 83.1％） 

 

 

 

・ICTを活用した校務の効率化による働き方改革を推進する。 

（指標） 

✓ICTを活用した校務効率化（児童生徒の出欠連絡、保護者への連絡・アンケート、会議書類作

成等）に取り組む学校の割合【全国学力・学習状況調査】 

  令和９年度（2027年度） 小100％・中100％（令和４年度（2022年度） 小96.3%・中95.6%） 

 

✓学習評価や成績処理について、ICT を活用して、事務作業の負担軽減を図っている自治体数

（校務支援システムの活用等）【教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査】 

令和９年度（2027年度） 全自治体（令和４年度（2022年度） 136自治体） 

 

  

③ ICTを活用するための環境の整備 

④ ICT推進体制の整備と校務の改善 

図表21  グループウエア活用のメリット、グループウエア活用リスト 

（文部科学省 全国の学校における働き方改革事例集（令和５年３月）から抜粋） 
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目標・指標一覧 

 

 

 

目標区分 指  標 目標値 基準値 
 

ICTを活用して自分に合った学習ができる高校生の割合 R9  高100% R4  高75.9% 

体育授業で授業中に ICTを活用していると回答した学校の

割合 

R9 小100%・中100% 

   高100% 

R4 小75.8%・中98.3% 

   高（R5に調査実施） 

不登校の児童生徒に対し、オンラインによる学習指導や教育

相談を実施している学校の割合 

R9 小・中90% 

   高 100% 

R4  小44.0%・中49.6% 

    高77.9% 

遠隔授業で実施した教科、科目について、学びに対する興

味・関心を高めることができたと感じた生徒の割合 

R9 高90% R4  高79.7% 

道教委が実施する ICT活用研修の参加状況 毎年度延べ 13,000人 R3  延べ 13,559人 
 

授業に ICTを活用して指導できる教員の割合（上位10県の

平均を 100％） 

R9  100% R3  91.1% 

情報活用の基盤となる知識や態度を指導できる教員の割合

（上位10県の平均を 100％） 

R9  100% R3  96.1% 

１人１台端末を活用した授業がほぼ毎日行われた学校の割

合 

R9 小100%・中100% 

   高100% 

R4 小69.9%・中63.7% 

    高66.1% 

高校情報科担当教員のうち、免許状保有教員の人数の割合 R9 100% R4  83.4% 

 臨時休業等の際の同時双方向型のウェブ会議サービスを活

用したオンライン学習を実施した学校の割合 

R9  100% R3  76.1% 

臨時休業等の際の端末の持ち帰り学習のための教材等を準

備している学校の割合 

R9  100% R4  100% 

臨時休業等の際の ICT端末を活用する学校の割合 R9  100% R3  83.1% 

ICTを活用した校務効率化に取り組む学校の割合 

 

R9 小100%・中100% R4 小96.3%・中95.6% 

 

学習評価や成績処理について ICTを活用して、事務作業の

負担軽減を図っている自治体数 

R9  全自治体 R4  136自治体 

② 教員

のICT

活用指

導力の

向上と

人材の

確保 

③ ICT

を活用

するた

めの環

境の整

備 
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推進体

制の整

備と校

務の改

善 
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した児

童生徒

の資質 

・能力

の育成 
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・本計画は、学校教育情報化推進計画をはじめとする国全体の動きや、本道における「北海道

Society5.0推進計画（令和３年（2021年）３月）＊35」などの道全体の動きと軌を一にするもので

あり、国や道・道教委が連携して取り組んでいくことが重要である。 

 

・令和３年（2021年）１月の中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全て

の子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」にも示さ

れているように、これからの学校教育について検討する際には、一斉授業か個別学習か、履修主

義か修得主義か、デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった、い

わゆる「二項対立」の陥せいに陥らないことに留意すべきである。どちらかだけを選ぶのではな

く、教育の質の向上のために、発達の段階や学習場面等により、どちらの良さも適切に組み合わ

せて生かしていくという考え方に立つべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国計画に基づき、道及び道教委、市町村及び市町村教育委員会、学校の役割を明確にし、道及

び市町村の関係部局間の連携や様々な主体が一体となった取組を推進する。 

 

 

高等学校・特別支援学校等の広域的な対応を必要とする学校設置者として、学校教育の情報

化（学校運営への支援、環境整備など）について直接的な責任を負う。広域的に市町村教育委員

会に対し学校教育の情報化について指導助言するととともに、自治体間の連携の促進や市町村

教育委員会のICT環境整備に対する支援を行う。 

 

５．基本的な方針を実現するために特に留意すべき視点 

○ 国との連携 

○ 道、市町村、学校の役割の明確化、一体となった取組の推進 

図表22  中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（答申）」［総論解説］（文部科学省資料を抜粋して作成） 

道教委 
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市町村立小・中学校・高等学校等の設置者として、学校教育の情報化（学校運営への支援、環

境整備など）について直接的な責任を負う。 

 

 

教育における最前線の現場として、ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な 

充実を通じて、児童生徒の資質・能力を伸長させる。 

 

 

 

私立学校の施策の推進に当たっては、私立学校の自主性や建学の精神等を尊重することが重要

であるが、私学の情報教育環境の整備の現状や地域の実情を踏まえることとする。 

  

市町村教育委員会 

学 校 

○ 私立学校の施策推進 
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・「 

 

 

国が作成した各学校種段階において身に付けさせるべき「情報活用能力の体系表例」を参考

に作成した「学習活動の視点から見た情報活用能力一覧」を各学校に示し、各教員が学年、教

科の特性や内容に応じた効果的な ICTの活用を指導計画に位置付けるよう促すとともに、小・

中、中・高の学校種間で円滑な接続を図り、小学校から高等学校までの 12 年間を見通した情

報活用能力の育成を図る。 
 

 

 

 

 

情報活用能力の育成に向けて、学校における取組の参考となる資料を作成するとともに、ICT

を活用した授業改善の先進事例を収集し道教委 ICT活用ポータルサイト（以下「ポータルサイ

ト」という。）に掲載して各学校に普及するなど、学校における教科等横断的な視点に立った教

育課程の編成や授業改善の推進を図る。また、ICT 活用に関する地域間や学校間の差を縮小さ

せるため、活用が十分に進んでいない学校の課題等の実態を把握し、その学校や市町村教育委

員会に対して、課題に応じた指導助言を行う。 

第２部 総合的かつ計画的に講ずべき施策（各論） 

１．重点的に推進する方針を実現するための施策 

Ⅰ 小学校から高等学校までの 12年間を見通した児童生徒の学習の基盤となる資質・能力の育成 

○ 「学習活動の視点から見た情報活用能力一覧」を活用した情報活用能力の育成 

図表23  学習活動の視点から見た情報活用能力一覧（参考例）（道教委作成） 

○ ICTを活用した授業改善等の推進 


